
 

 

○ 児童の性的搾取等に係る対策の強化について（通達） 

（令和４年９月２日付け香少年第109号） 

 

児童ポルノの製造や児童買春を始めとする児童の性的搾取等については、近年の

深刻な情勢を受け、政府を挙げて多角的かつ包括的な対策を総合的に推進すべく 

「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）2022」（以下

「新プラン」 という。） が犯罪対策閣僚会議第34回会合において決定された。  

新プランにおいて追加又は見直された警察に係る施策の概要及び施策推進上の留

意事項については、下記のとおりであるので、各所属にあっては、各種対策を積極的

に推進されたい。  

なお、「児童の性的搾取等に係る対策の強化について  （通達）」 （令和３年５月20 

日付け香少年第65号） は廃止する。  

記  

１  新プランの要旨  

平成29年４月に「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画」（以下「旧プラン」と

いう。）が策定され、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会までを視野に、

関係府省庁が緊密な連携・協力を図りながら、児童の性的搾取等の撲滅に向けた

取組を推進してきたところである。  

しかし、我が国の現状を見ると、スマートフォン等のインターネット接続機器等が児

童に普及する中で、ＳＮＳに起因する児童買春・児童ポルノ禁止法違反等に係る被

害児童数は高水準で推移している。  

こうした情勢や課題に対応するため、関係府省庁において検討が行われ、新たな

施策を追加した、「新プラン」が取りまとめられ、本年５月20日開催の犯罪対策閣僚

会議第34回会合において別添のとおり決定された。  

新プランは、上記認識の下、旧プランと同様に  

① 児童の性的搾取等の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並

びに国際社会との連携の強化  

② 児童が性的搾取等の被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び

家庭の支援  

③ 児童の性的搾取等に使用されるツールや場所等に着目した被害の予防・拡

大防止対策の推進  

④ 被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進  

⑤ 被害情勢に即した取締りの強化と加害者の更生  



 

 

⑥ 児童が性的搾取等の被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備  ・ 強

化を柱としつつ、各柱において今後も継続すべき施策に、現在の情勢や課題

を踏まえた施策が新たに追加されたものである。  

２  追加又は見直された警察に係る主な施策の概要  

※ 【  】は「子供の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）

2022」の施策番号を指す。以下同じ。  

○ 地域の関係機関・団体等への情報発信等を通じ、これら機関・団体等の連携・

協力による児童の性的搾取等の撲滅に向けた取組を促進する。【１－①】（一部

見直し）  

○ 「若年層の性暴力被害予防月間」を実施し、関係府省庁、地方公共団体、関

係団体等と連携・協力し、ＡＶ出演被害、「ＪＫビジネス」等の若年層の様々な性

暴力被害の予防啓発や被害に遭った場合の相談先の周知を推進する。【１－⑰】

（一部見直し）  

○ 性犯罪・性暴力の加害者にならない、被害者にならない、傍観者にならないた

めの「生命（いのち）の安全教育」をはじめとして、生命の尊さを学び生命を大切

にする教育などを推進する。【２－①】（新規：文部科学省主担当）  

○ ＳＮＳ上の不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起のた

めのメッセージを投稿する取組を推進するとともに、ＡＩ技術の活用等、効果的な

手法の導入を検討する。【３－⑦】（新規）  

○ 被害場所の実態把握、被害場所に関する分析を実施し、関係府省庁の協力を

得て関係団体等へ情報を提供する。【３－⑬】（新規）  

○ 被害児童に及ぼす心理的影響等について理解を深めるとともに、二次被害の

棒止に配意しつつ、被害児童の心情に配意した聴取技法の更なる普及・浸透を

図る。【６－⑦】（一部見直し）  

３  施策推進上の留意事項  

(1) 児童の性的搾取等の撲滅に向けた県民意識の向上及び国際社会との連携の強

化  

ア  国・地域における関係者間の連携強化【１－①】  

児童の性的搾取等は、被害が潜在化する蓋然性が高いことや被害の要因・背

景に係る多様な角度からの対策が求められることなどから、警察のみではその実

態を十分に把握し、有効な対策を進めることに限界がある。  

このため、地域の児童相談所、教育委員会といった県、市町等の関係部門、ワ

ンストップ支援センターや医療機関といった機関、児童の性的搾取等に係る対策



 

 

に取り組むボランティアやＮＰＯとの連携・協力による児童の性的搾取等の撲滅に

向けた取組をより積極的に講じること。  

イ  各種機会を通じた県民意識の向上【１－②・⑧・⑰】  

広報資料や警察のウェブサイ ト等の各種広報媒体のほか、シンポジウムやセ 

ミナー等の機会を通じて、児童の性的搾取等が児童の心身に有害な影響を及ぼ

し、かつ、その人権を著しく侵害する極めて悪質な行為であって断じて許されるも

のではないことを県民に周知し、児童の性的搾取等の撲滅に向けた県民意識の

向上を図ること。また、「性犯罪・性暴力対策強化の方針」 （令和２年６月11日付

け性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議決定）に基づき、内閣府が毎

年入学・進学時期に実施する 「若年層の性暴力被害予防月間」 （４月）におい

ては、地方公共団体、関係団体等と連携・協力して各種取組を集中的に実施し、

ＡＶ出演被害、 ＪＫビジネス等の予防啓発や被害に遭った場合の相談先の周知

等を推進すること。  

ウ  児童及び保護者に対する広報・啓発の推進【１－②、 ２－①・②・③】  

上記イの各種機会のほか、学校等教育関係機関と連携して行う非行防止教室

等の様々な機会を捉え、児童の性的搾取等の被害を防止するための着眼点や

被害事例等について児童やその保護者に対する広報・啓発を行うこと。  特に、

いわゆる自画撮りを含む児童ポルノ被害に遭う児童や、ＳＮＳに起因して児童買

春等の被害に遭う児童が多い現状に鑑み、スマートフォンを使用し始める高学年

の小学生及び中学生並びにその保護者を含めて、インターネットの利用に伴う具

体的危険性やフィルタリングの利用を含めた被害防止方策等に関する広報  ・ 

啓発を行い、この種事犯の被害防止のための注意喚起を強化すること。  

エ  警察の保有する情報の広報・啓発活動への活用【１－②】  

事件捜査や補導等の活動を通じて警察が把握した児童の性的搾取等の実態

に関する情報について、警察が行う広報・啓発活動に活用することはもとより、プ

ライバシー等の保護に十分配意しつつ、児童や保護者に対する広報・啓発活動

を行う地方公共団体や関係事業者、学校、ＮＰＯ、ボランティア等に提供し、効果

的な広報・啓発活動の実施に資するよう努めること。  

オ  ウェブサイト等を通じた情報発信【１－④】  

警察のウェブサイ トやＳＮＳ等において、児童の性的搾取等に係る対策に関

するコーナーを設けるなどして、警察の取組について情報発信を行うこと。  

カ  外国捜査機関との連携と国際捜査共助の充実【１－⑱】  

日本人が国外において敢行する児童買春事犯や児童ポルノ事犯等や、海外



 

 

のサーバを悪用したインターネット利用事犯等我が国が管轄権を有する国際的な

児童ポルノ事犯の取締り を推進するため、警察庁においては、国際刑事警察機

構（ＩＣＰＯ）や外国捜査機関等との情報交換、国際捜査共助等の国際連携を進

めているところ、国際的な児童ポルノ事犯についての情報収集にも配意し、端緒

を得た場合には、同庁と緊密に連携し、検挙に向けた積極的な捜査を推進する

こと。  

(2) 被害に遭うことなく健やかに成長するための児童及び家庭の支援  

ア 積極的な補導活動の推進【２－⑧・⑨】  

児童の性的搾取等の被害の未然防止及び被害児童の早期発見  ・ 保護を図

るため、関係機関、ボランティア等と連携しつつ、街頭補導を推進すること。  

イ ボランティア等との連携【２－⑨・⑪】  

児童の性的搾取等に係る対策をより効果的に実施するため、少年警察ボラン

ティアやサイバー防犯ボランティア等各種ボランティアに対する支援を強化し、こう

した団体と連携した取組を推進すること。また、児童の性的搾取等の被害者の支

援等の活動に従事するＮＰＯ、ボランティア等との情報交換や連携の強化にも努

めること。  

(3) ツールや場所等に着目した被害の予防・拡大防止対策の推進  

ア 児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進【３－④・⑧、４－④】  

サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセンター、匿名通報事業等に

寄せられた通報を通じて児童ポルノ画像等の違法情報等の把握に努め、これを

把握した場合には、取締りを推進することはもとより、サイト管理者等に対する削

除依頼等を行うこと。  

イ ＳＮＳに起因する事犯の被害防止のための広報啓発活動【３－⑦】  

近年、ＳＮＳに起因する児童買春・児童ポルノ禁止法違反等や、いわゆる自画

撮り被害に係る被害児童数は高水準で推移している。  

こうした現状を踏まえ、ＳＮＳに起因する事犯を防止するため、「ＳＮＳに起因す

る子供の性被害等防止のための広報啓発活動の推進について （通達）」（令和４

年５月  31 日付け香少年第84号） に基づき、児童の性的搾取等につながるおそ

れのある不適切な書き込みをサイバーパトロールにより発見し、注意喚起・警告の

ためのメッセージを投稿する取組を推進する。 また、本取組に際しては、防犯ボ

ランティアとの連携等、より効果的な手法の導入も視野に入れること。  

ウ  児童が性的搾取等の被害に遭わないための環境対策の強化【３－⑬】  

被害場所の実態を把握し、当該被害場所における被害状況の分析を行うとと



 

 

もに、盗撮をはじめとする児童の性的搾取等事犯の被害の発生が多い施設や被

害状況に関する情報を、関係行政機関の協力を得て関係団体等を通じて施設

管理者等に提供するなどして、地域や施設の実情に即した被害に遭わないため

の環境対策の強化を推進すること。  

なお、「子供の性被害（児童の性的搾取等）の撲滅に向けた旅館・ホテル等と

の連携の推進について（通達）」（令和４年９月２日付け香少年第110号）を参考と

されたい。  

(4) 被害児童の迅速な保護及び適切な支援の推進  

ア 相談への適切な対応【４－①・②】  

少年サポートセンターや警察署等において、又は「♯9110（警察相談専用電

話）」等の総合窓口電話番号を含む各種相談窓口において、児童やその保護者

等から児童の性的搾取等に係る相談があった場合には、その内容に応じて必要

な助言、指導を行うとともに、他の行政機関等において対応することが適当である

場合には、プライバシーの保護等に配慮しつつ、確実かつ円滑な引継ぎを行うこ

と。また、こうした対応を円滑に行うことができるよう、平素から関係機関との連携を

強化すること。  

さらに、フリーダイヤルでの相談受付や電子メール等による夜間・休日における

相談受付等を進めるとともに、匿名での相談が可能であることやプライバシーが守

られることについて積極的に周知するなど、児童が相談をしやすい環境の整備に

努めること。  

イ 少年サポートセンターにおける被害児童への継続的支援の実施  【４－⑩】  

捜査活動や相談活動等を通じて、児童の性的搾取等に係る被害児童を発見

した場合には、速やかな保護を図るとともに、「被害少年保護活動の推進につい

て（通達）」（令和４年５月12日付け香少年第75号）等に基づき、少年サポートセン

ターにおいて、関係機関・団体や外部の専門家と連携しつつ、少年補導職員等

によるカウンセリングの実施や環境調整等の継続的な支援を図ること。  

(5) 被害状況に即した取締りの強化  

ア 児童の性的搾取等事犯の取締りの推進及び責任追及【５－②・④】  

低年齢児童を狙ったグループによる事犯、児童ポルノ販売グループ等による事

犯、ファイル共有ソフト利用事犯等の悪質な児童ポルノ事犯については、一般国

民からの通報やインターネット・ホットラインセンターからの情報提供、街頭活動や

サイバーパトロール等の各種警察活動を通じて端緒情報の把握に努めるとともに、

これを把握した場合には速やかに必要な捜査を行い、検挙の徹底を図ること。こ



 

 

の際、関係する都道府県警察が複数にわたる場合には、積極的に合・共同捜査

を推進すること。  

また、インターネット利用児童ポルノ事犯の捜査において、児童ポルノの提供等

に利用されているサイ トやサーバ管理者等に対する指導・警告を徹底するととも

に、当該違法行為への関与が疑われる悪質な関連事業者に対しては、積極的な

捜査を行い、その刑事責任を追及すること。  

イ 児童の心理的負担等に配慮した事情聴取に向けた関係機関の連携強化  【 ５

－⑥】  

児童の性的搾取等に係る事件の捜査に際しては、被害者等である児童の負

担軽減及び児童の供述の信用性担保のため、「児童を被害者等とする事案への

対応における検察及び児童相談所との連携について」  （令和４年４月19日付け

香刑企第133号）に基づく取組を推進すること。  

(6) 被害に遭わない社会の実現のための基盤の整備・強化【６－⑥・⑦・⑧】  

児童の性的搾取等の取締り、被害児童の心情に配意した聴取、被害児童への

支援に的確に対応するため、捜査員や被害児童支援担当者、相談担当者の能力

向上に向けた研修を実施すること。  

 

（別添 省略） 


